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ご あ い さ つ

近年,少子化や核家族化等により我が国の社会情勢は急激に変化して参 りました。京

都の歴史が育んだ地域コミュニテイは弱体化し,地域における自主的な防犯組織の結束

力や事故防止機能が低下する中,犯罪や事故が増加する傾向にあります。

このような状況を踏まえ,本市では,平成11年 4月 に施行した「京都市生活安全条例J

に基づき,生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するための柱となる「京都市生活安

全基本計画Jを策定致しました。

この計画では,地域住民の相互信頼を基にした,だれもが安心してくらせるまちづ く

りを進めるため,住民自らが安全意識を共有し, 日頃から互いに力を合わせ,助け合っ

ていけるような関係の構築と,地域住民や市,警察,事業者などの関係機関が連携を取

り合い,一体となって,地域の安全活動に取 り組んでいけるような良好な地域コミュニ

ティづ くりに取 り組むとともに,その推進組織として,「生活安全推進協議会Jを設置

することと致しております。

具体的には,各種の生活安全施策を「市及び関係機関の取組」,「市民の取組J,「事業

者の取組」に分類し,それぞれ今後取 り組むべき課題を網羅しています。

今後,本市におきましては,こ の計画に基づき,市民や事業者,関係機関の方々との

揺るぎないパー トナーシツプの下,各種生活安全施策を積極的に展開し,「だれもが安

心してくらせるまちJの実現に向けて全力を傾けて参 ります。

結びに,「京都市生活安全基本計画」の策定に当たり種々御尽力を賜 りました京都市

生活安全施策懇話会及び京都市生活安全施策推進協議会の委員の皆様をはじめ,貴重な

御意見をお寄せいただきました市民の皆様方に厚 くお礼を申し上げますとともに,今後

ともよリー層の御理解,御協力をいただきますようお願い申し上げます。

平成12年 8月

市柿長羽「キ孝兼
ま す   も と   よ  う   か ね
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1計画策定の趣旨

1計画策定の趣旨

幾多の戦乱をくぐり抜けてきた中世期の京都の住民は,「地域住民の安全は地域住民

自らが守る」 という精神を持ち,全国に先駆けて,強国な自治組織を生み出した。

この精神は,安全の確保に向けた,地域住民の自主的な活動として,連綿として受け

継がれ,京都独 自の伝統として,今 日に至っている。

しかし,近年の少子化や長寿化,核家族化 といった急激な社会情勢の変化は,京都の

歴史が育んだ地域コミュニティを希薄にし,地域における自主的な防犯組織の結束力や

事故防止機能を低下させる中,犯罪や事故が増加する傾向にある。

犯罪や事故のない,「だれもが安心 してくらせるまち」を実現 していくためには,京

都市,事業者,市民,警察その他の関係機関がより連携を強め,一体 となった活動を展

開していくことが必要である。

このような基本認識のもと,京都市は,地域における犯罪及び事故を未然に防止する

ため,京都市,事業者及び市民が果たすべ き責務を明らかにするとともに,市民及び観

光旅行者等の安全の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより,市民

及びfll光旅行者等が安心 して生活 し,又は‖1在することができる安全な地域社会の実現

を図ることを日的とした「京都市生活安全条例J(以下「条例Jと いう。)を 平成 11年

4月 1日 に制定,施行 した。

条例第 5条 に,「生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するため,市民及び観光旅

行者等の安全の確保に関する基本的な計画 (生活安全基本計画)を 定めなければならな

いJと 明記されている。

生活安全基本計画 (以下「基本計画」という。)は ,生活安全施策を体系的かつ具体

的に推進 し,条例の実効性を確保するため,地域社会を取 り巻 く今日的状況を踏まえ,

本市の責務,事業者の責務,市民の責務を明らかにし,だれもが安心 してくらせるまち

の実現を目指 して策定したものである。

なお,こ の基本計画に基づ く施策の実施に当たっては,年間約3.900万 人 (平成10年 )

の入洛観光旅行客や,通勤 通学者といった市内に 時的に滞在する者 も含め,安全の

確保を図ることとしている。

2安全の範囲

安全の範囲については,犯罪及び事故の防‖1を 想定 しているが,市民の生活様式や社

会状況の変化等その時々によって,求められる安全施策の範囲は異なることが予想され

るため,条例においては,安全の範囲は特に定めていない。

ただし,火災や地震などの災害,環境保全,労働災害といった分野については,既に

独立 した枠組で施策が体系化されてお り,概念の混乱を避けるため,現時点では,「安
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全の範囲J

たっては,

がある。

3計 画

には含めないこととしているが,生活安全施策を具体的に実施 していくに当

これらの関係機関が十分に連携 し,協力 しなが ら一体 となって推進する必要

期 間

この基本計画の期間は,平成 12年度 (2000年度)か ら平成 21年度 (2009年度)ま

での 10年 lulと する。ただし,生活安全施策等については,社会の急速な変化に対応 し

ていくために,適宜見直 しを行う。

第2章 現状及び課題

1生活環境の変化

今,わたしたちは,かつて経験 したことのない大きな転換点に立っている。

少子化の進行,長寿社会の到来,国際化や高度情報化の進展など,社会情勢の急激な

変化がわたしたちの くらしや地域のあ り方に予想を越える大 きな変化をもたらしてい

る。将来を予測することが非常に困難なJ夫況の中,先行 きに対する強い不安感を抱 く人

が多 く,わたしたちが日々生活する地域についても様々な変化が起こっている。

かつては,地域社会が持っていた住民の相互支援のしくみの中で,近隣にどのような

人が住まい, どのような生活をしているのかという情報を有し,ま た,一定の共通 した

価値観を共有する中で生活をしていた。換言すれば,地域社会はある意味において,包

容力を有 し,だれもが安心 してくらすことができていた。

しかし,近年においては,4固 々人の生活様式は様々で,価値観は多様化 し,地域にお

ける結び付 きが希薄になってきている。

さらに,国際化の進展に伴い, 日本から遠 く離れた国や地域における出来事が,わた

したちの生活に直接, しかも短時Fu3の うちに影響を及はす状況にある。また,地域に日

を転 じると,外国籍市民も増加 し,異なった文化や生活様式を持つ人々とふれあう機会

が増加 してきている。

家庭においては,一世帯当たりの人員は減少 し続け,核家族化 と単身世帯化が進行 し

ている。かつては,二世代や三世代が共に暮 らし,子 どもたちは共に生活する中で,い

わゆる生活の知恵や規範意識,さ らに人が老いるということはどのようなことなの力、

ということを自然に学んでいた。近年,青少年人口が減少 しているにもかかわらず,青

少年による犯罪の件数が増加 しているという事実は,こ れら家庭のあり方として無関係

ではないと思われる。

本市では,条例施行後の平成 11年 12月 21日 ,伏見区内の小学校において,児童が

殺害されるという大変痛ましい事件が発Jiし た。この事件においては,発生直後から保

護者や地域住民と教職員が一九となって安全確保の取組と,児童 保護者の心のケアに

-2-



向けた,カ ウンセリング体制を素早 く整え,適切な対応を講じたことで,事件の子ども

たちへの影響を最小限にとどめることができたものと考える。子どもたちの安全は,決
して学校を聞ざすのではなく,学校 家庭 地域の結びイ寸きを強め,だれもが地域の子

どもたちを見守り,支えることによってこそ確保されることが浮き彫 りになった。

以上のような状況の下, どのようにすればだれもが安心してくらせるまちづくりを進

め,良好な地域コミュニティを築くことができるのか明確な答えはないが,地域住民の

相互信頼を基にした, 自主的な結び付きを育てること,こ のことが,一つの大きな手掛

かりであり,課題である。

2犯罪及び交通事故の状況

① 犯罪の状況

京都市内における犯罪の発生件数は,平成 11年で 33.193件 と前年 (34.146件 )を

下回ったものの,前年までは一貫して増加しており,楽観できない傾向にある。

また,京都府下の刑法犯の検挙人員は,平成 8年から右肩上が りで,平成 10年で

総数 9,401件 となっており,中でも20歳未満の検挙人員は,総数に比例 して増加 し,

平成 10年では,4.562人 と約半数を占め,しかも低年齢化してきてお り,加えて,犯
罪の内容も年々凶悪化してきている。

さらに,近年,麻薬,覚せい剤,シ ンナー等の薬物舌t用が社会の各層まで拡大して

お り,特に,少年による覚せい剤の乱用が増加傾向にある。全国で平成 10年中に覚

せい剤事犯で検挙された犯罪少年は,1,069人 にのはり,前年に比べ 527人 (330%)
減少したものの,平成 7年から4年連続で検挙人員が 1,000人 を超えるなど,依然と

して憂慮すべき状況が続いている。

② 交通事故の状況

京都市内における交通事故による死者数は,平成 11年 で 70人 (前年比 10人減)

と年々減少しているものの,発生件数,負傷者数は依然として斬増傾向にある。

また,被害者の年齢別では, 65歳以上の高齢者の死者数が 3割 を占めており,中
でも,老人クラブ等地域の組織に加入していない高齢者が多いのが特長である。

3入洛観光旅行客の現況

平成 10年の入洛観光旅行客数は約 3.897万人で,前年比 5万人増である。

個人 団体別に見ると,個人客は 35,787千 人 (918%),団 体客は3.186千 人 (82

%)である。

また, 日帰 宿泊別では, 日帰客 29,877千 人 (767%),宿 泊客 9,096千人 (233%)

である。

外国人客と修学旅行客について見ると,外国人客は約 40万人,修学旅行客は約 96

万人である。
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第3章 計画推進の基本的な考え方

1自らを守る意識の高揚

生活安全の出発点は,「自分のことは自分で守 り, 自分たちの地域は自分たちで守っ

ていく」ということであり,住民自らが安全意識を持ち続けることはもちろんのこと
,

日頃から住民みんなが力を合わせ,助け合っていけるような関係が構築されていること

が大切である。

しかし,少子化や長寿化,核家族化といった急激な社会情勢の変化などにより,地域

コミュニテイが希薄になってきている。例えば,古 くからの住民と新たに居住した住民

との交流の希薄化,近所付き合いに無関心な住民の増加,外国籍住民や学生等への情報

伝達の不足などが挙げられる。これでは,地域における犯罪や事故を防ぐことは容易で

はない。

だれもが安心 してくらせるまちを実現するためには,新たに居住した住民や外国籍住

民,学生等も含め,地域の実情に即した地域コミュニティを築きあげていくことが重要

である。

2連携・ ネ ッ トワークの確立

犯罪や事故のない,だれもが安′亡ヽしてくらせるまちを実現するためには,地域住民及

び各種住民団体,事業者がお互いに連携をとり合い,一体 となって,地域の安全活動に

取 り組んでいけるような良好な地域コミュニテイを育むことが必要である。

そして, これらの地域コミュニティと京都市,警察その他の関係機関が密接に連携 し

合うことによつて,パー トナーシップ型の体系の整った有機的な活動を推進することが

できる。

地域の安全を確保するための活動を幅広 く推進 していくためには,今日まで必ず しも

連携のとれた活動ができていなかった既存の各l■住民団体が,それぞれの活動 目的を超

えて,お 互いの連携を深めていくことが重要である。

3「生活安全推進協議会」の設置

地域が主体 となって,生活安全施策の推進に重点的に取 り組んでいけるようなネット

ワークをllI築するための組織 として,行政区を単位 とした「生活安全lL進協議会Jを設

置する。

これは,新たに組織をつ くるのではなく,地域住民及び各種住民団体,事業者,京都

市,警察その他の関係機関といった既存の団体 機関などが連携をとり,一体となって ,

生活安全に関する取組を推進 していくものである。

さらに,生活安全推進協議会を母体として,地域における生活安全活動を積極的に展

開する中で,学区ないしは町内単位へとより身近な活動を展開し,真に地域住民が主体
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となって「自分のことは自分で守 り,自 分たちの地域は自分たちで守るJと いう地域安

全コミュニテイづ くりへ発展させていくことが重要であり,大きな課題でもある。

しかし,こ れを実現するためには,地域住民をはじめ各種住民団体等の理解と協力を

得ることが前提であり,そのためにはこれらの団体,関係機関等が連携 し,共同のもと

に最大限の努力を払って進めることが必要である。

<区生活安全推進協議会構成図>

連 携

、市 民 リ

〔例〕

市政協力委員連絡協議会

防犯推進委員連絡協議会

少年補導委員連絡協議会

地域生徒指導連絡協議会

PTA連絡協議会

保護司連絡協議会

交通安全推進会連合会

地域女性連合会

住みよい京都をつくる婦人の会

老人クラブ連合会

その他各種住民団体

連

携

事業者リ

〔例〕

事業者

観光協会

商店連盟

その他

関係機関リ

京都市

区役所・支所

文化市民局

教育委員会

産業観光局等

辮

消防署
(オブザーバー)

その他行政機関

※構成メンバーは 区によつて異なる。
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第4章 生活安全施策の推進計画

L京 都市及び関係機関の取組

1知識の普及及び啓発活動の推進

地域における犯罪や事故を未然に防止するためには,市民や観光旅行者等一人一人が

生活安全の確保に関する知識を持つことが必要である。市民や外国籍市民,観光旅行者

等への知識の普及や啓発活動を推進するため,広報活動をはじめ,各Ti啓発事業を積極

的に実施する。

い

◆生活安全運動強化期間等の設定

街頭啓発や講演会,研修会等の啓発活動を重点的に実施するため,生活安全運動

強化期間等を設定し,防犯推進運動,暴力追放運動等と連動しながら, より広範な

生活安全推進活動を展開する。

さらに,地域住民及び各種住民団体,警察その他の関係機関と連携 し,年間を通

して,生活安全教室や生活安全懇談会をFTl催する。

◆広報活動の推進

生活安全施策事業の実tLに 当たっては,その事業の内容等を市民しんぶんや市政

広報テレビ, ラジオ番組等を活用するとともに,報道機関への情報提供を行い,広
く市民等へ周知することにより,生活安全に関する知識の普及や啓発活動に努める。

◆外国籍市民への情報の提供

初めて京都で生活する外国籍市民に対し,生活をするうえで必要な各種の情報を

分かりやすく提供できるように,「京都市生活ガイドJに生活安全や地域コミュニ

テイなどに関する事項を加えるなど内容を一層充実し,外国人登録窓口である区役

所 支所の市民窓口課において無料で配布する。

さらに,情報の提供に当たっては,京都市国際交流会館や国際化推進室等に配置

するなど,いつでもどこでも情報が入手できるようにする。

◆薬物乱用防止啓発事業の推進

麻薬,覚せい剤,シ ンナー等の薬物舌L用 は,第 3次舌t用期を迎えたと言われてい

るように,社会の各層にまで拡大してお り,特に青少年の乱用が目立つなど憂慮す

べき状況にある。

今後は,啓発ポスターの掲示,啓発物品の配布,電光掲示板を活用した啓発等を
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進めるとともに,行政区ごとに結成されている「覚せい剤等乱用防止推進 協議会」

と連携を図り,地域に密着 したきめ細かい普及啓発活動を推進する。

◆放大火災防止対策の推進

昭和 51年から連続して,火災原因の 1位である放火火災の防止対策を推進し,

放火火災による被害の軽減に努める。具体的には,放火火災防止市民啓発用媒体と

してのバンフレットの作成,事業所や一般住宅等に対し放火されない環境づ くり等

についての相談,指導を実施する。

さらには,高齢者や障害のある人等の在宅避難困難者に関係する市民団体等に対

する放火火災予防対策等に関する研修会等を実施する。

2生活安全活動を担 う人材の育成

地域において生活安全に関する活動を円滑に実施するためには,中心となって活動す

る人材が不可欠である。

このため,市民や事業者が生活安全についての専門的,実践的知識を習得する場を提

供するとともに,安全なまちづ くり運動など実践的な活動を通 じて, リーダーとなる人

材の育成を図る。

中

◆講習会・研修会の開催

市民や地域におけるリーダーを対象とした生活安全に関する講習会,研修会を開

催する。

講習会や研修会の開催に当たっては,参加者が一方的に話を聞くという受け身的

なものにとどまらず,身をもって体験できる「参加 実践型」の講習や研修を取 り

入れる。

3交通安全 に関する施策の推進

市民や観光旅行者等を交通事故の被害から守るための施策として,交通安全啓発事業 ,

交通安全施設整備事業,違法駐車等防止対策事業,放置自転車対策事業などを実施 して

いるが,こ れらの施策を一層推進するとともに,「歩行者の安全」を確保するという視

点を取 り入れた施策を推進する。

◆交通安全啓発活動の推進

市民一人一人に交通安全知識を普及し,交通安全意識の高揚を図るとともに,正

しい交通ルールとマナーの実践を習慣づけることによって交通事故を防止するた

め,昭和 45年 度から,京都府交通対策協議会と連携 しつつ,交通安全啓発事業を

実施している。
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今後も,年間 4回の交通安全運動を中心として,各運動の重点 目標に応 じたポス

ターや啓発物等を作成 し,配布するとともに,区交通対策協議会 交通安全推進会

を母体 とした街頭啓発パ レー ド,交通安全区民大会のFTl催 などの活動を推進する。

さらに,府警交通安全教育センターの協力を得て,幼児 高齢者を対象とした交

通安全教室の開催などの取組を推進する。

◆チヤイル ドシー ト無償貸出し事業の実施

道路交通法の改正に伴い,平成 12年 4月 から,6歳未満の幼児を乗車させる自動

車の運転者にチャイル ドシー トの着用が義務付けられた。これを契機に普及啓発事

業の一環として,市民に対 し,一定期間チャイル ドシー トを無償で貸出し,チ ャイ

ル ドシー トの正 しい利用方法を普及徹底するとともに,安全意識の高揚に努める。

◆交通安全施設整備事業の推進

口
=和

41年 に「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」が策定され,こ れ

に基づ き「第 6次交通安全施設等整備事業七箇年計画 (平成 8～ 14年度)Jを 策

定し,交通安全施設の整備拡充に努め,交通事故の防 Lと 交通の円滑化を図ってい

る。

安全かつ円滑なモビリテイ (機動性,可動性)の確保,分か りやす く安心 して利

用できる道路交通環境の整備,交通事故調査 分析 研究システムの充実,自転車

歩行者の安全で快適な通行の確保,都市内における歩行者優先道路の面的整備,安
全総点検の実施,地域の特性に応 じた道路交通の安全確保等の交通安全事業を地域

住民 と行政の連携に重点を置いて取組を進める。

◆違法駐車等防止対策の推進

本市では,「違法駐車のない安全で快適なまちづ くりJを 目指して,平成 7年 6月

から「京都市連法駐車等防止条例Jを施行し,都心部 (御池通～堀川通～五条通～

鴨川エリア)を 「違法駐車等防止重点区域」に指定し,市民 事業者の駐車モラル

向上のための啓発活動を推進するとともに,平成 10年 4月 からは京都駅周辺地区

を重点区域に追加指定し,都′き部同様に啓発活動を実施している。

今後も,警察との連携を一層強化し,重点地区を可■心とした連法駐車等防止活動

を積極的に推進するとともに,地域住民等による迷惑駐車をなくす運動などの自主

的活動を支援 していく。

◆放置自転車対策の推進

本市では,駅周辺等の放置自転車を防止するため放置防止の啓発活動や自転車等

駐車場の整備を進めるとともに,昭和 60年 には,京都市自4_‐車放置防止条例 (平

成 10年 3月 に京都市自転車等放置防止条例に改正)を 制定し,放置自転車の即時

撤去や大規模小売店舗に対して自4_―車駐車場の設置を義務付けるなどの対策を実施
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している。

しかし,依然として市内の各所で放置自転車が見 られ,問題の抜本的な解決には

至っていないため,京都市が単独で自転車駐車場の設置や放置自転車の撤去,啓発

など個々の施策で対症療法的に対応するのではなく,放置自転車問題を総合的な観

点からl17決するための基本方針 として策定 した「京都市自転車総合計画Jに基づき,

地域の自転車等駐車対策協議会の設置,自転車利用環境の整備,自転車利用マナー

ルールの確立などの取組により,放置自転車対策を一層推進する。

4市民の自主的活動への支援

市民自らが積極的に生活安全に関する知識を理解 していくこと,あ るいは,地域単位

において,地域住民や各種住民団体が一体となって,地域の安全のために幅広く活動し

ていくなどの自主的活動は,地域における犯罪や事故を未然に防止するうえで必要不可

欠である。

特に近年は,NPO(民 間非営利組織)やボランティア活動が盛んになってきており,

このような活動を維持,発展させていくことは,今後,生活安全施策を推進するうえで

重要なことである。

さらに,明るいまちづ くりを推進していくためには,地域住民の安全に関する活動を

支援するという視点を持って,犯罪を生む大きな要因の一つである暴力を追放するため

の住民運動等への支援策を確立する必要がある。

こういった市民の自主的活動を促進させるためには,京都市,警察その他の関係機関

が連携し,支援のための施策を実施する必要がある。

◆物的支援の推進

地域における生活安全推進活動に対し,情報誌,バ ンフレット等の発行やたすき

等の啓発物品等の提供といった物的支援を推進する。

◆顕彰制度の創設

だれもが安心 してくらせるまちづ くりの推進に顕著な貢献があったと認められる

地域住民や各種住民団体等に対し,その功績をたたえることにより,生活安全推進

活動に対する社会的評価を高めるため,顕彰制度を創設する。

◆市民活動支援センター (仮称)の整備

ボランテイア活動が市民生活の多様な分野に拡大している状況を踏まえ,様々な

ボランティア活動やNPOの 活動を総合的に支援するための拠点となる「市民活動

支援センター (仮称)Jを整備する。(平成 12年度建設着工,平成 15年度オープン

の予定)
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◆女性に対する暴力への対策の強化

あらゆる形態の女性に対する暴力を許さない社会づくりに向けて,正 しい理解を

得られるよう,広報及び啓発活動を積極的に展開するとともに,性にかかわる暴力

に対する相談機能を整備 し,NPO等 との連携の下に緊急一時避難場所 (シ ェル

ター)等,被害者の保護体制を確立する。

なお,女性に対する暴力の実態や,市民意識の動向をオ巴握するため,平成 11年

11月 に「女性に対する暴力に関する市民意識実態調査Jを実施した。今後,調査

結果を基に被害女性に対する支援策等を検討し,「女性に対する暴力を許さない社

会づ くり」に向けて取組を進める。

5犯罪や事故の防止に配慮 した環境づ くりの推進

犯罪や事故を防止するための取組は,パ トロールやチラシ等の配布といったソフト面

からの対策にとどまらず, まちづくりにおいても,犯罪や事故が発生しにくい環境づ く

りに着日したハード面での対策も必要である。

従って,ま ちづくりに関し,公共的建築物や道路,公園等の施設を設置する場合にお

いては,防犯や事故防止の視点を取 り入れ,バリアフリー化社会の実現に向けた取組を

進める。

◆「都市計画マスタープラン」の策定

都市計画法第 18条の 2の規定に基づき,住民の意見を反映させた都市づくりの

将来ビジヨンを確立し,地域のあるべき市街地像や地域の整備課題に応じた整備方

針等を内容とした「都市計画マスタープランJを ,平成 13年度を目途に策定する

にあたり,防犯や事故防止,さ らにバリアフリー化の視点を加える。

◆公園整備の推進

公園の整備に当たっては,階段やスロープ等各種構造物の安全に対する規格 寸

法 材質等の配慮,死角をつ くらないような樹木の配置や種類の選定,照明灯設置

にかかる夜間の安全,防犯,風紀上の配慮,隣地との境界構造物の防犯上の配慮,

便所設置に係る防犯,風紀上の配慮など,計画 設計段階から公園利用者に事故が

なく安全に利用できるよう, また,風紀上や防犯上も問題のないよう配慮した整備

を進める。

◆道路照明灯の設置

夜間の防犯及び交通安全確保のため,蛍光灯,水銀灯等の道路照明灯の設置を進

める。
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◆屋外広告物の安全点検等の推進

屋外広告物が,破損,落下,倒壊等により公衆に危害を及ぼすことを防止するた

め,設置考に対 し,屋外広告物の許可通知書交付時に,屋外広告物の安全点検につ

いて文書を発行 し,啓発に努めている。また,毎年 9月 に「屋外広告物安全キャン

ペーンJを行い,看板による事故を防止するため,モデル点検商店街において看板

の総点検を実施 している。

また,青少年の健全育成と都市景観の維持,向上を図るため,風俗関係の路上違

反広告物の追放をよリー層推進する。

6対象別安全施策の推進

① 7し幼児,児童 ,生徒を対象とした施策

21世紀を担う子どもたちのいのちと健康が大切にされ,安心 してくらしていける環

境をつ くっていくことは,わたしたち大人に課せられた重大な使命であると言える。

子どもたちを犯罪や事故の危険から守っていくために,家庭,学校,地域社会,京都

市,警察その他の関係機関が一体となった取組を進める。

◆保育園や幼稚園,学校における安全確保や安全教育の強化

保育所や幼稚園,学校において,子どもの事故防止のため,安全配慮,安全指導

を徹底するとともに,施設や遊具の環境整備を進める。また,子どもの事故防止の

ための関係教職員研修や警察の協力を得て交通安全教室を開催する。

◆通学路安全対策の推進

児童 生徒等の安全な通学を確保するという観点から,地域の交通事情や道itl等

の条件を勘案し,各校において,通学路を設定し,交通安全指導を実施している。

具体的には,通学路や学校周 i7・ の危険箇所を点検し,危険内容と箇所を明記 した

「安全マップJの作成,各小学校単位で設置している「児童交通安全対策連絡会」

による交通安全に関する取組の実施,小学校における交通巡視員と協力した交通教

室の実施 (全児童対象),就学前の新 1年生に対する交通教室の実施などの取組を一

層推進する。

◆子どもの虐待対策事業の充実

子どもに対する虐待の予防と早期発見,速やかな援助ができる連絡協力体制を構

築する。また,各行政区内において虐待が発見された際に援助が展開できるよう,

関係機関との連絡会議を開催する。 (京都市児童育成計画の中の「京都こどもネッ

トワークJの一事業として位置付けられている。)

平成 11年度は,2行政区で実施。今後,各行政区に設置された「子ども支援セン

ターJと ともにその役割等について検討する。
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◆子ども事故防止センター (仮称)の整備

幼児の死亡原因の第 1位は交通事故,転落などの「不慮の事故Jに よるものであ

り,こ れらの防止は少子化問題を考えるうえでも重要な課題である。

子どもたちの「不慮の事故」防止の拠点として,事故情報の1又集,事故防止対策

の研究,啓発活動の推進などを行う「子ども事故防止センター (仮称)」 の整備を

図る。

② 高齢者,障害のある人を対象とした施策

高齢者や障害のある人など社会的に弱い立場にある人たちが,地域において安心 し

て,のびのびとくらせるようになることは非常に大切なことである。これらの人たち

を犯罪や事故から守っていくためにも実効ある取組を実施する。

具体的には,建築物や道路等のバリアフリー化といった高齢者や障害のある人など

にやさしい都市環境整備の推進,高齢者や障害のある人などが自らの生活の安全を確

保 していくうえで必要とされる知識の重点的な普及や啓発などを進める。

また,地域の住民組織に未加入の独 り暮らしの高齢者への知識の普及や啓発の促進

にも配慮するとともに,住民運動等への積極的な参加を呼びかける。

◆建築物や道路等のパリアフリー化の推進

「京都市人にやさしいまちづ くり要綱J

会生活をしていくうえでの障壁 (バ リア)

進める。

等に基づ き,高齢者や障害のある人が社

を除去 したバ リアフリーのまちづ くりを

◆老人福祉員設置事業の推進

老人福祉員 (市長が委嘱)は,独 り暮らし等の高齢者を訪問し,安否の確認や話

し相手,連絡等を行い,地域社会において,高齢者が安心して日常生活を営むこと

ができるよう, 日々熱心な活動を展開している。

今後も,独 り暮らしの高齢者の増加に対応して引き続き増員するとともに,他制

度との連携を密にした取組を進める。

◆緊急通報システム事業の推進

在宅の独 り暮らしの高齢者 重度の身体障害がある人が急病や火災等の緊急事態

に遭遇した時,居宅に設置する緊急通報発信装置を用いて消防局に設置する緊急通

報受信設備に通報することにより,あ らかじめ組織された地域協力体制による速や

かな援助を得ながら,救護等を行い,生活の安全を確保する「緊急通報システム事

業」の推進に努める。
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◆SOSネ ットワークの推進

徘徊高齢者等の身体,生命を保護するために,警察署,消防署,福祉事務所,保
健所等の行政機関,民生委員,社会福祉協議会等の民間関係機関,バス会社,鉄道

事業者等の交通機関及びガソリンスタンド, コンビニエンスス トア等の民間事業者

で構成しているSOSネ ットワークにより,関係機関及び事業者が連携 して,クト徊

高齢者等の早期発見,保護を図るための取組を推進する。

◆ノンステップバスの導入の推進

市バスに,高齢者や障害のある人だけでなく,あ らゆる層の人々にやさしい構造

を持つノンステップバスの導入を進めているが,一層の拡大に努める。

◆障害のある人のためのモデル街づくり推進懇談会の推進

福祉の街づ くりのあり方について協議し,事業の推進を図るため,障害者のため

のモデル街づ くり推進懇談会を設置している。 (関係行政機関職員,学識経験者 ,

障害者福祉事業関係者,障害のある人等からなる 16名 の委員で構成)

今後も,当懇談会における検討,協議を踏まえ,歩道 横断歩道等交通安全施設,

交通機関,庁舎や文化施設等公共施設の改善といった障害のある人の社会生活を容

易にするための社会環境整備を推進する。

③ 青少年を対象とした施策

近年,青少年非行の増加や低年齢化,ま た,最近の青少年の特性についても,規範

意識や対人関係の希薄化,抑制力の不足と短絡的な行動傾向等が指摘されており,青
少年を取 り巻 く環境はますます厳しいものとなっている。こういった問題を解決する

ために,行政機関に加えて,家庭,学校,地域社会,関係機関等が一体となって,青
少年の健全育成のための取組を進める必要がある。

具体的には,青少年育成団体や学校,警察等と連携 した青少年の非行を防ぐための

啓発活動,有害環境の浄化活動などを進める。さらに,青少年の自己成長を援助する

ユースサービスの理念に基づき,青少年が多様な人々との交流や実体験を通じて,

様々な価値観に触れる機会を提供するなど,青少年の積極的な社会参加の促進に重点

を置いた取組も進める。

◆有害環境の浄化活動の推進

シンナー吸引防止 セックスコミック本ゼロ冊運動,有害玩具や刃物類の青少年

への販売自粛要請といった有害環境の浄化活動を関係機関及び警察と連携して推進

する。
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◆ユースサービス (青少年の自己成長の援助)の推進

青少年の社会的成長を援助していくため,青少年の立場に立った育成の理念と施

策の方向性をまとめた「京都市青少年育成計画 (平成 5年 6月 策定)Jに基づき,

青少年が,家庭 学校 地域 職場などあらゆる生活場而への参加を通じて社会と

交わり,青少年自身の興味や関心を豊かにし,青少年が必要とするならば助言,情

報,ま たは多様な人的 物的資源を得られるような機会の提供に努める。

◆「青少年の居場所」等を確保する取組の推進

近年,青少年の非行や問題行動が深刻化する中で,「青少年の居場所」について

の関心が高まっている。

特に,青少年をめぐる問題の解決にあたつて,取締や規制強化という観点だけで

なく,地域コミュニテイにおいて青少年が主体的,積極的に社会参加 し,生き生き

と活動できるような環境を整えるといった観点を持つことは, まさにこれからの課

題と言える。

そこで,青少年が,単に生活安全上の保護の対象としてだけでなく,地域コミュ

ニテイにおいて主体的,積極的に社会参加し,生 き生きと活動できるような環境の

一つとなり,ま た,地域において生活安全を確保するための活動の場を得られるよ

うな環境の一つとなる「青少年の居場所」等を確保するための取組を推進する。

◆シンナー等吸引・薬物乱用防止対策の推進

前述のとおり,麻薬,覚せい剤,シ ンナー等の薬物乱用は,特に近年青少年に増

加傾向がみられる憂慮すべき状況にある。

そのため,学校 家庭 地域が連携して青少年の薬物乱用防止に対する指導を推

進するとともに,京都市教育委員会 京都市中学校補導連盟連絡協議会,京都市中

学校生徒指導研究会等によって組織される「シンナー等177引 薬物乱用防止対策委

員会」が中心となって,関係機関との連携を図りつつ,乱用防止に努める。

① 観光旅行者等を対象とした施策

「観光都市・京都Jに とって,観光旅行者等が気持ち良く,安心して滞在できるよ

うな,だれもが安心してくらせるまちの実現は不可欠である。

そのためにも,観光旅行者等が気持ち良く,安心して観光し,又は滞在できるため

の環境づ くりを進める。

◆観光標識の増設

平成 9年度から 5か年計画で実施 している,4か国語 (日  英 ハ ングル 中)

による観光案内図板,標識の増設を進める。
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◆観光旅行者等の安全確保のための情報提供

京都市では,公共交通機関を利用 した「歩 く観光」を推奨しているが,こ れを定

着させるため,観光案内図板や観光地図,観光用パンフレット,イ ンターネット等

を活用して,観光旅行者等の安全確保のための情報を提供するなどの取組を進める。

また,外国人旅行者に対する外国語による情報提供や観光案内についても取組を

進める。

7犯罪及び事故発生時の緊急体制の整備

市,市民,事業者,警察その他の関係機関が一体となって犯罪や事故を排除するとい

う視点に立って,犯罪や事故を未然に防いでいくための活動を積極的に実施する。

さらに,地域住民や観光旅行者等の安全を確保するためには,犯罪や事故発生時に素

早い対応がとれるよう緊急体制を整備することが必要である。いざという時の情報収集

体制や通報システム等の整備に加え, 日常的に地域住民が相互の信頼関係を築き,連携

を図っていることが最も効果を発揮することから,地域住民及び各種住民団体,京都市,

警察その他の関係機関の連携による緊急体制を整備する。

マニュアルの作成

事故が発生 した時に,素早い対応ができるよう緊急時の対応に関する資料

や緊急体制に関する情報を盛 り込んだ危機管理マニュアルを警察その他関係機関と

共同して作成する。

8被害者等への支援の推進

地域住民や観光旅行者等が安心 して生活 し,又は滞在することができる,だれもが安

心 してくらせる地域社会を築いてい くために,犯罪や事故に巻き込まれた被害者やその

家族,さ らには関係者等が受けた心の傷に対するケア等の支援体制の確立,暴力事案等

に対応できるよう専門家による相談窓日の設置などを進める。

被害者等への支援については,地域住民及び各種住民団体,京都市,警察その他の関

係機関,さ らにはNPOや ボランテイアなどが連携を密にし,一体 となった活動を進め

る必要がある。

◆犯罪や事故に巻き込まれた被害者やその家族らに対する支援体制の確立

◆暴力事案等に対応できるよう専門家による相談窓回の設置の推進
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L市 民の取組

生活安全の出発点は,「自分のことは自分で守 り, 自分たちの地域は自分たちで守っ

ていくJと いうことである。その意味では,地域住民及び各種住民団体が,お互いに連

携を深め,一体となって,地域の実情に即 した普及及び啓発活動を推進 し,住民 一人一

人から地域全体に至るまで,幅広 く,こL活安全に関する知識を持ち,安全意識を高揚す

ることが必要である。

また,地域における生活安全を推進 していくためには,地域住民及び各種住民団体が ,

一体となって防犯や事故防止の活動に取 り組んでいくことが必要である。具体的な活動

としては,暴力追放運動,迷惑駐車や迷惑駐輪の追放運動,犯罪や事故発生危険箇所の

点検パ トロール等を実施することなどが挙げられる。

とりわけ,迷惑駐車や迷惑駐輪に対 しては,地域住民相互で注意 し合うなど地域の住

民のモラルの向上に努めていくことが効果的である。

さらに,住民は,常に身の回りの安全を点検するとともに,防犯や事故防止の視点を

取 り入れた住まいづ くりに留意するなどの取組を進めることが望まれる。

【家庭における取組】

家庭においては, 自分のことは自分で守ることを基本に,身の回りの安全点検に努

め,防犯や事故防止の視点を取 り入れた住まいづ くりに留意するとともに,自 分たち

の地域は自分たちで守っていけるよう地域住民が相互に連携し,協力することが大切

である。

【生活安全の確保に関する知識の習得 I

地域における犯罪や事故を未然に防止するためには,市民一人一人が生活安全の確

保に関する矢Π識を持つことが必要である。そのためには,生活安全に関する講演会や

研修会等に積極的に参加するなど,知識の習得に努めることが求められる。

【地域ぐるみでの活動への参加 I

地域における生活安全を推進していくためには,地域住民及び各種住民団体が,一

体となって防犯や事故防止の活動に取 り組んでいくことが必要である。

従って,暴力追放運動,迷惑駐車,迷惑駐輪の追放運動,犯罪や事故発生危険箇所

の点検バ トロールや児童,生徒の登下校時の声かけ運動等に積極的に参加することが

求められる。

また,活動を行うにあたっては,高齢者や青少年が参加 しやすい環境づくりを進め

るとともに,事業者を含めた幅広い活動となるよう取 り組むことが求められる。
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1皿 事業者の取組

従業員への生活安全知識の普及及び啓発活動の促進とともに,地域の一員として,地
域住民と一体となって活動に取 り組んでいくことが必要である。

また, 自らの事業活動に伴って発生することが予測される事故への安全対策はもちろ

んのこと,事業所の施設や設備の安全管理などに取 り組んでいくことが求められる。

その他,有害図書や有害玩具,刃物類,酒,煙草 といった青少年にとっての有害物の

及ぼす影響を除去する取組を徹底するとともに,観光旅行者等が安′さして観光し,又は

‖「在することができるための環境づ くりを進める必要がある。

【事業所及び事業活動における取組】

従業員への生活安全知識の普及及び啓発を促進するとともに,従業員はもとより,

近171住民等の安全の確保をylる ため,事業所の施設及び設備の安全管理, 自らの事業

活動に伴って発生することが予測される事故への安全対策の徹底が望まれる。

また,有害図書や有害玩具,刃物類,酒,煙草といった青少年にとっての有害物の

及ぼす影響を除去する取組を徹底することが必要である。

【地域住民と一体となった取組】

地域の一員として,地域住民と一体となって,普及及び啓発活動や暴力追放運動 ,

迷惑駐車や迷惑駐輪の追放運動,犯罪や事故発生危険箇所の点検パ トロールなどの活

動に取 り組んでいくことが望まれる。

I観光旅行者等の安全確保に関する取組】

観光旅行者等が安心して観光し,又は滞在することができるための環境づ くりを進

めるためには,夜の繁華街の安全確保,旅館やホテルの防犯機能の強化,安全に関す

る情報の提供など,業界ぐるみでの啓発活動を進める必要がある。
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計画の推進にあたって

1 生活安全施策に関する基本的事項については,「京都市生活安全施策懇話会」に

諮問し,又は意見を求めるものとする。

2 生活安全施策の実施にあたっては,「京都市生活安全施策推進協議会Jが中心と

なって関係団体及び関係行政機関等と相互に連携,協力することにより,その円滑

かつ総合的な推進を図るものとする。

3 毎年度,こ の基本計画に基づ き,「実施計画」を策定 し,生活安全施策の確実な

実施に努めるものとする。
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資料‐1

京都市生活安全基本計 (案)に対する

市民意見募 結果

本市では,平成11年 4月 に施行した「京都市生活安全条夕l」 に基づき,学識経

験者等で構成する京都市生活安全施策懇話会等において熱心な議論をいただきな

がら,平成12年 5月 に「京都市生活安全基本計画 (案 )」 をまとめ,その内容を公

表するとともに,同年 5月 25日 から6月 30日 まで,計画 (案)に対する市民の皆

様の御意見を募集したところ,46件に亘る御意見をいただきました。

質問のうち,「計画推進の基本的な考え方Jについては,住民自らが安全意識を

持ち続けることはもちろんのこと, 日頃から住民みんなが力を合わせ,助け合っ

ていけるような関係を構築することが大切であるということ (「 自らを守る意識の

高揚J)と 地域住民及び各種住民団体,事業者,京都市,警察その他の関係機関が

お互いに連携をとり合い,一体となって,地域の安全活動に取り組んでいくべき

であるということ (「連携・ネットワークの確立J)について,おおむね市民の皆

様から賛同を得ることができました。

この考え方を推進していくための組織となるのが「生活安全推進協議会Jと 言

えますが,こ れについては,様々な人が参加できるような組織づくりをしてほし

いという意見や,本当に町のためによく働く人に参加してはしいという意見など

がありました。

「生活安全施策の推進計画の主な内容Jの うち,京都市及び関係機関の取組に

ついては様々な意見をいただきました。実践的な活動をするリーダーとなる人材

の育成が急務であるといった意見や,予防の広報を大々的にするべき,市民の自

主的活動への支援を充実させるべき,相談を受ける窓日を設置するべきといった

意見がありました。

また,市民の取組及び事業者の取組については, 自主性を認識させるために,

家庭におけるしつけや社会生活のモラルの見直し (再認識)を推し進めることが

必要であるといった意見,地域の各種住民団体が徹底した情報提供をするべきと

いった意見がありました。

市民の皆様からいただきましたこれらの貴重な御意見につきましては,今後の

施策に生かしてまいりますので,よ ろしくお願いいたします。

掴
勅
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資料‐2

京都市生活安全施策懇話会委員名簿 呼成2年 7月 1日 現在)

会 長 藤岡 一郎

副会長 村井 信夫

江口 法子

梶谷  正

玄武 淑子

篠原  賓

清水  勲

高谷 泰市

谷口  進

内藤 しげ

中村 悦子

西村 佳子

西脇 悦子

三島 和夫

三好 通弘

山田 高士

昔岡  諭

中野代志男

西日 光博

矢作 勝美

京都産業大学教授

各区市政協力委員連絡協議会代表者会議幹事

仏教大学助教授

京都府警察本部交通部長

京都市老人クラブ連合会会長

京都市少年補導委員会副会長

京都市地域生徒指導連合会会長

京都市青少年問題協議会委員

京都市観光協会専務理事

住みよい京都をつ くる婦人の会会長

京都市保護司連絡協議会副会長

京都市防犯推進委員連絡協議会会長

京都市地域女性連合会会長

元交通安全協会専務理事

京都商店連盟副会長

京都市 PTA連 絡協議会会長

京都府警察本部生活安全部長

京都市文化市民局長

京都市産業観光局長

京都市教育長
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◆懇話会委員の変更について

(役職等/委員在任期間)

庄村 正男

(京都市PTA連絡協議会会長/平成11年 6月 1日 ～平成11年 6月 30日 )

滝川 文子

(京都市地域女性連合会会長/平成11年 6月 1日 ～平成12年 1月 26日 )

坪倉  譲
(京都市文化市民局長/平成11年 6月 1日 ～平成12年 3月 31日 )

日高 良貝U

(京都府警察本部交通部長/平成11年 6月 1日 ～平成12年 3月 23日 )

平川 信也

(京都府警察本部生活安全部長/平成 11年 6月 1日 ～平成 12年 3月 23日 )

山盛善三郎

(京都市観光協会専務理事/平成 11年 6月 1日 ～平成 12年 6月 30日 )

米山 好幸
(京都市PTA連絡協議会会長/平成11年 7月 1日 ～平成12年 6月 30日 )

敬称略・五十音順

-23-



資料-3

京都市生活安全基本計画策定に向けた取組の経過

平成 11年 4月 1日  京都市生活安全条例施行

平成 11年 6月 8日  第 1回京都市生活安全施策懇話会

●会長,副会長の選出

●諮問

。今後の懇.f会の進め方等について

平成 ]1年 7月 8日  第 1回京都市生活安全施策推進協議会

●委員の紹介

●副会長の選出

●協議会の概要及びスケジュールについて

平成 ]1年 7月 26日  第 2回京都市生活安全施策懇話会

0基本計画において対象となる安全の範囲について

●地域の置かれている現状について

一 資料から見た地域の状況 ―

平成 ]1年 9月 13日  第 3回京都市生活安全施策懇話会

●生活安全施策に関する基本的事項について

平成 ]]年 1]月 2日  第 4回京都市生活安全施策懇話会

●答申案の検討

平成 ]1年 12月 7日  第 2回京都市生活安全施策推進協議会

●京都市生活安全施策懇話会からの答申 (案)の報告

●生活安全基本計画について

●今後のスケジュールについて

平成 ]1年 12月 10日  第 5回京都市生活安全施策懇話会

0答申案の確認
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平成 11年 12月 17日  「『生活安全基本計画』を定めるにあたつての意見について」

を答申

平成 12年 2月 9日  第 3回京都市生活安全施策推進協議会

●生活安全基本計画素案の検討

平成 12年 3月 15日  第 4回京都市生活安全施策推進協議会

●生活安全基本計画案の検討

平成 12年 3月 23日  第 6回京都市生活安全施策懇話会

●生活安全基本計画案について

平成 12年 5月 25日

S      「京都市生活安全基本計画 (案 )」 の発表と市民意見の募集

平成 12年 6月 30日

平成 12年 7月 18日  京都市生活安全施策推進協議会委員に市民意見募集の結果

及び基本計画最終案について説明

平成 12年 7月 24日  第 7回京都市生活安全施策懇話会

●意見募集の結果について
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資料 -4

京都市生活安全条例 呼成11年 3月 25日 条例第68号 )

(目 的)

第 1条  この条例は,地域における犯罪及び事故を未然に防止するため,本市,事業者

及び市民が果たすべ き責務を明らかにするとともに,市民及び観光旅行者等の安全の

確保に関する施策 (以下「生活安全施策」 という。)を 総合的かつ計画的に推進する

ことにより,市民及び観光旅行者等が安心 して41活 し,又は滞在することができる安

全な地I・t社会の実現を図ることを目的とする。

(本市の責務 )

第 2条 本市は,市民及び r‐5光旅行者等が安心 して生活 し,又は滞在することができる

よう,次の各号に掲げる生活安全施策を実施 しなければならない。

ほ)安全に関する事業者,市民及び観光旅行者等の意識の啓発

佗1安全の確保に関する市民の自主的な活動の支援

0)安全な地域づ くりのための環境の整備

に)前 3号 に掲げるもののほか,こ の条例の目的を達成するために必要な施策

(事業者の責務)

第 3条 事業者は,その事業活動を行うに当たって,地域における犯罪及び事故を防止

するために必要な措置を講 じるとともに,本市が実施する生活安全施策に協力するよ

う努めなければならない。

(市民の責務 )

第 4条 市民は, 自らの安全を確保するために必要な措置を講 じ,地域の安全に関する

活動に取 り組むとともに,本市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければ

ならない。

(生活安全基本計画 )

第 5条 市長は,生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するため,市民及び観光旅行

考等の安全の確保に関する基本的な計画 (以下「生活安全基本計画Jと いう。)を定

めなければならない。

2 市長は,生活安全基本計画を定め,又は変更 しようとするときは,あ らかじめ,次
条に規定する懇話会の意見を聴かなければならない。

3 市長は,生活安
/1N基

本計画を定め,又は変更 したときは,速やかにこれを公表 しな

け
'■

ばならない。

(生活安全施策懇話会)

第 6条 生活安全施策に関する基本的事項について,市長の諮間に応 じ,調査 し,及び

審議するとともに,当該事項について市長に対 し,意見を述べるため,京都市生活安
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全施策懇話会 (以下「懇話会Jと いう。)を 置 く。

第 7条 懇話会は,委員 20人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,

又は任命する。

第 8条 委員の任期は, 3年 とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間

とする。

2 委員は,再任されることができる。

第 9条 懇話会に会長及び副会長を置 く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,懇話会を代表 し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐 し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

第10条 懇話会は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 懇話会は,委員の過半数が出席 しなければ,会議を開くことができない。

4 懇話会の議事は,出席 した委員の過半数で決 し,可否同数のときは,議長の決する

ところによる。

5 懇話会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対 して,意見の陳述,説明

その他の必要な協力を求めることができる。

(生活安全施策推進協議会 )

第11条 本市が実施する生活安全施策について,本市,関係団体及び関係行政機関が相

互に連携 し,及び協力することにより,その円滑かつ総合的な推進を図るため,京都

市生活安全施策推進協議会を置 く。

(委任 )

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成 11年 4月 1日 から施行する。

(経過措置 )

2 第 10条第 1項の規定にかかわらず,最初の懇話会は,市長が招集する。
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資料‐5関 連 資 料

平成 5

■■■口人口

u磨,人口及び世帯数の推移

人口及び世帯数の推移
は
‐４８

146

144

142

140
6

―

7

世帯数

9     10    11(年 )

資料 :京都市総合企画局情報 ヒ推進室情報

`充

計課

(京都市)

年 次
世帯数

(世壁鵜計)

人口 (人 ) 1世封帯
当たり
人 員総 数 男 女

平成 5年 571,380 1 459654 705,754 753900 255

平成 6年 576,769 1`458,263 704405 753,858 253

平成 フ年 586,64フ 1,463,822 706.859 756.960 250

平成 8年 592.399 1,463,822 706496 757,326 247

平成 9年 597016 1,461,974 フ05,062 756,912 245

平成 10年 602,494 1,461.337 フ03,782 フ57.555 243

平成 11年 606,フ 03 1 459,715 フ02,246 757,469 2 41

(注)各年 10月 1日現在 平成7年は国勢調査結果です。
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(京都市 )

[認a年 齢3区分別人口の推移

年齢 3区分別人口の推移 (構成比 )

各年10月 1日現在

(%)

100

平成3  4   5

題目年少人口 (15歳未満 )

11(年 )

生産年齢人口 〈15～ 64歳 ) ● 老年人口 (65歳 )

資料 :京都市総合企画毒情報化推進室情報統計課

10

年 次

人 口 (人 ) 構 成 比 (%)

総 数
年少人口
(]5銀ネ満)

生産年齢人口
06～ 64彙 )

老年人口
(35虚以上 )

年少人口
(15歳未満 )

生産年温人口
(15～ 64競 )

老年人口
(65歳以上 )

¬戎 3年 ]461 034 224]50 1 045851 ]01 000 53 7]6 31

¬誠 4年 1 461 470 217320 1 047766 196384 7]7

平成 5年 14596541210543 ]047126 201 985 71 7 38

平成 6年 ]453263 205367 ]044504 2003]2 41 7]6 43

平成 7年 1 463822 201 705 ]04753] 214586 7]6 47

平成 8年 1 463822 ]98766 i 043320 22]736 36 71 0 51

¬或 9年 ]46]974 i95973 1 1 036553 229443 ]34 709 57

平成 iO年 1 461 337 i93548 ]000 59] 237 ]98 ]02 705 162

平成 ]1年 1 4597]5 ]9]306 1 023659 244750 131 701 103
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国籍 (出身地) ¬就3年 ¬載準 平成 5年 平成 6年 平成 7年 平成 8年 訥或9年 平成10年

総 数 43.669 44,423 44309 44.299 43941 43567 43.390 43.247

韓国 朝鮮 37.024 36.780 36,315 35,773 35,493 34,914 34393 34,018

中 国 3.274 3910 4,164 4,456 4466 4.420 4.539 4,フ 45

米 国 1,000 1,032 995 957 863 921 951 1,000

フィリピン 450 461 421 446 439 480 554 565

英 国 253 2フ 8 295 306 303 302 319 342

ブラジル 101 180 205 228 236 203 1フ 8 192

その他 1,567 1,782 1,914 2133 2,141 2.327 2,456 2,385

―
外国人登録人口の推移

(京都市)

(人 )

46,000

44,000

42,000

40,000

38,000

36,000

34,000

32,000

30,000

(人 )

7    8    9   10(年 )

資料 :京都市翅 ヒ市民局市民生活部区政推進課

平成3  4

■ 1総 数

外国人登録人口の推移
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(京都市)

年 次
総 数
(千人)

利 用交 通機 関 (千 人) 構 成 上ヒ (%)

」R 私鉄 バ ス 乗用車 JR 私鉄 バ ス 乗用車

平成 3年 39 303 9934 ]0079 3496 15794 253 256 402

平成 4年 38692 9544 9873 3247 16028 247 255 84 41 4

平成 5年 38288 9566 9554 3112 16056 250 250 81 41 9

平成 6年 39667 9 627 ]0206 3 289 16545 243 257 4]フ

平成 7年 35343 214 9650 3080 12399 289 2フ 3 87 351

平成 8年 36 986 ]]274 10472 2786 12454 305 280 75 337

平成 9年 38,918 ]2293 ]1 449 2752 12424 3]6 294 71 31 9

平成 10年 38,973 l1 390 11 803 30フ ] 12709 292 303 ″
′ 326

u盤,観光客数の推移

観光客数の推移(千人)

40,000

39,000

38,000

37.000

36,000

35,000

34000

00,000
平成3 4 10(年 )

10(年 )

京都市観光調査年報

5 7 986

(%)
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

利用交通機関 (構成比 )

5     6    7
バス EE乗用車

平成3

■ |」 R

4

私 鉄

９
　
期

８
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(京都市)

年  次

区 分

修 学 旅 行 客 (人 ) 外国人観光客
(宿泊客)(人 )小学校 中学校 高等学校 総 数

平成 3年 131,000 531 000 443,000 1,105,000 453,001

平成 牛 127,000 520000 373,000 1 020000 493381

調或 5年 116307 523011 405,837 1,045,155 412,894

平成 6年 143322 596570 409,521 1 149413 395277
平成 7年 129,532 534,121 350,フ 4フ 1 014400 295,942

平成 8年 133,53フ 537,733 340,452 1 011 フ22 396,332

平成 9年 120,フ 98 540,770 2フ 6,608 938171 413,593

平成 10年 123806 576.596 260 106 960,508 400017

―
修学旅行客及び外国人観光客の推移

(人 )

1,250000

1 000000

750000

500000

250000

平成3

平成3  4

‐ 畑 畑 燒

10(年 )

9   10(年 )

資料 :京都市観光調査年報

4 5 フ

7

8

‐ 小獣 ‐ 中学校 ― 語 学校 ‐ 緻

(人 )

600000

500000

400,000

000000

200,000

100000

0

外国人観光客 (宿泊客)の推移

“
昴ユ   〕

…

77
396332 ・ 曽90 40007

493381

6

修学旅行客数の推移

“
ユmO ttЮ ユ田7 ωq面‐~~  "昴

oo  Wa¨ ′  "ユヱ|  ,置
17「二「 1■■,ギここ£,1__1翌lT

000    ]27000 ]29532 ]33587 ]2o798 123806

]1494]3

938171

5965,0

―-32-―



u臨,犯罪認知件数の推移

(注)総数は 京都市内を含む京都府下における犯罪認知件数です.

京都市内の数値は 京都市内にある警察署の管轄区城内における犯罪認知件数の合計です.

(件 )

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

犯罪認知件数の推移

49637

平成5 6 7 8 10(年 )

L‐ 総 数 ― 京嗣

(件 )

平成 5年 平成 6年 平成 7年 平成 8年 平成 9年 平成10年

総  数 34441 32725 34925 ′
， 884 44636 49637

京都市内 22,996 20844 23,167 1 29142 1 3092] 34146

―
刑法犯の年齢別検挙人員の推移

(注 )本表における数値は 京都府内における数値です.

3160  '  3201

1 093  1   1 143
222        30]

6996  1   8055   1  9401
4108    4562

2]2]1 2272 1 2542
1 228  1  1 282  1  1 フ26
325       39360歳 以上

(人 )

]0000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1 000

0

刑法犯の年齢別検挙人員の推移

平成 5 10(年 )

―

-20歳 ～39歳 -40歳 ～59歳 ‐ 60歳以コ

資料 :京都府警察本部ll事部11事企画課「犯罪統計割
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Ю
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く

３

u疇,覚せい剤事犯で検挙された犯罪少年の推移

覚せい剤事犯で検挙された犯罪少年の推移 (全国)

(人 )

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000 総

800  
数

600

400

200

0

０５

う
ち
中
書
同
校
生

250

200

100

50

0
平成5  6

■■■1中学生 ―

7    8

高校生  
―

lo(年 )

資料 :警察庁 嗜 察白割

9

総 数

(全国)

平成 5年 羽■6年 平成 7年 平成 8年 平成 9年 平成10年

総 数 980 827 1,079 1,436 1,596 1,069

中学生 17 り
０ 19 ９

Ｌ
●
０

′
”

∩
υ

り
０

高校生 38 41 92 214 219 103
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区 分 平成 5年 平成 6年 平成 7年 平成 8年 平成 9年 平成10年

発生件数 (件 ) 11 390 11 142 11 404 11 605 ]1 425 11,562

負傷者数 (人 ) 14229 13749 14008 14166 13756 13954
死 者 数 (人 )

０
０ 107 107 106 84 80

u践,京都市における交通事故発生状況
(京都市)

発
生
件
数

負
傷
者
数

件^

人
）

16000

14000

12.000

10000

8000

6,000

4000

2,000

0

死
者
数
（人
）

２

　
　
　
０

　
　
　
０

　
　
　
０

平成5
1  発生件数

6     7     8
‐ 負傷者数

―
死者数

"子
ども (中学生以下)の被害状況の推移

(京都市)

負
傷
者
数

人^
）

1 000

800

600

400

200

0

死
者
数

人^
）

８

　

６

　

４

　

２

　

０

平成5
‐ 鶴 者数

6

―
死者数

10(年 )

区 分 平成 5年 平成 6年 平成 フ年 平成 8年 平成 9年 平成 10年

死 者 数 (人 ) 3 6 2 5 0 5

負傷嗜数 (人 ) 827 692 フ72 796 779 892

区 分 平成 5年 平成 6年 平成 7年 平成 8年 羽或9年 ¬ 戒10年

死 者 数 (人 ) 1フ 24 24 20 24

負傷者数 (人 ) 895 ′
， 852 923 933 952

ulB高 齢者 (65歳以上)の被害状況の推移
(京都市)

負
傷
者
数

人^
）

1 050

],000

950
900
850
800
750
700

::著

]5数
]0天

5

0
平成5

‐ 鶴 敬

6

―
死者数

7     8     9    10(年 )

資料 :京都市翅 ヒ市民局市民生活部地域振興課「京都市の交通事測
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